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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上のゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層上の酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層上の酸化アルミニウム膜と、を有し、
　前記酸化物半導体層はチャネル形成領域を有し、
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎと、Ｚｎと、Ｇａとを有し、
　前記酸化アルミニウム膜が形成される前に、前記酸化物半導体層に３５０度以上の温度
で第１の加熱処理を行い、
　前記酸化アルミニウム膜が形成された後に、第２の加熱処理を行い、
　前記酸化物半導体層は、比誘電率が１３以上７０以下であることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項２】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上のゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層上の酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層上の酸化珪素膜と、を有し、
　前記酸化物半導体層はチャネル形成領域を有し、
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎと、Ｚｎと、Ｇａとを有し、
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　前記酸化珪素膜が形成される前に、前記酸化物半導体層に３５０度以上の温度で第１の
加熱処理を行い、
　前記酸化珪素膜が形成された後に、第２の加熱処理を行い、
　前記酸化物半導体層は、比誘電率が１３以上７０以下であることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項３】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上のゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層上の酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層上の、窒素を含む酸化珪素膜と、を有し、
　前記酸化物半導体層はチャネル形成領域を有し、
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎと、Ｚｎと、Ｇａとを有し、
　前記酸化珪素膜が形成される前に、前記酸化物半導体層に３５０度以上の温度で第１の
加熱処理を行い、
　前記酸化珪素膜が形成された後に、第２の加熱処理を行い、
　前記酸化物半導体層は、比誘電率が１３以上７０以下であることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野は酸化物半導体、新規なＭＯＳキャパシタ（測定装置）等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非特許文献１及び非特許文献２には酸化物半導体層を用いたトランジスタが開示されて
いる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Ｔ．　Ｃ．　Ｆｕｎｇ　ｅｔ．　ａｌ．，　ＡＭ－ＦＰＤ　０８　Ｄｉ
ｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐｅｒｓ
【非特許文献２】Ｍ．Ｆｕｊｉｉ　ｅｔ．　ａｌ．，　Ｊｐｎ．　Ｊ．　Ａｐｐｌ．　Ｐ
ｈｙｓ．　４８　（２００９）　０４Ｃ０９１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　酸化物半導体の分野は近年注目されはじめた分野である。
【０００５】
　そのため、酸化物半導体層を用いたトランジスタの電気特性と、酸化物半導体層の物性
値と、の相関関係が未だ明らかになっていない。
【０００６】
　よって、酸化物半導体層の物性値を調整することによって、トランジスタの電気特性を
向上させることを第１の課題とする。
【０００７】
　また、酸化物半導体層の物性値を測定するための新規な構造体並びに新規な測定方法を
提供することを第２の課題とする。
【０００８】
　なお、以下に開示する発明は第１の課題又は第２の課題のいずれか一方を解決できれば
良い。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　まず、第１の課題について説明する。
【００１０】
　本発明者らは酸化物半導体層の比誘電率に注目した。
【００１１】
　ＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）トランジスタのオン
電流はＯｘｉｄｅ＼Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ界面（酸化膜（ゲート絶縁層）と半導体
層との界面）に誘起されるキャリアの電荷密度Ｑに比例する。
【００１２】
　なお、電荷密度Ｑは次の式で与えられる。
【００１３】
【数１】

 
【００１４】
　ここで、Ｃｏｘは単位面積当たりの絶縁膜容量であり、Ｖｇｓはゲート電極－ソース電
極間に印加される電位差であり、Ｖｔｈは閾値電圧であり、ψは表面ポテンシャルである
。
【００１５】
　さらに、表面ポテンシャルψは以下の式で与えられる。
【００１６】
【数２】

 
【００１７】
　ここで、ｅは電子電荷であり、Ｎｄは空間電荷密度であり、Ｗｄは空乏層幅であり、ε

０は真空の誘電率であり、εは酸化物半導体の比誘電率である。
【００１８】
　（２）式からわかるように、比誘電率εが大きいほど表面ポテンシャルψは小さくなる
。
【００１９】
　そして（１）式からわかるように、表面ポテンシャルψが小さくなればＯｘｉｄｅ＼Ｓ
ｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ界面に誘起されるキャリアの電荷密度Ｑは大きくなる。
【００２０】
　即ち、表面ポテンシャルψが小さくなればトランジスタのオン電流が大きくなる。
【００２１】
　以上の考察から、酸化物半導体の比誘電率を高くすることによって、その酸化物半導体
を活性層とするトランジスタのオン電流を上昇させることができることを見出した。
【００２２】
　つまり、オン電流、または駆動力の大きいトランジスタを得るためには活性層となる酸
化物半導体層の比誘電率が高い方が好ましいことを見出した。
【００２３】
　そして、非特許文献１及び非特許文献２よりも比誘電率の高い酸化物半導体層（つまり
、比誘電率が１３以上の酸化物半導体層）を作製することができた。（なお、非特許文献
１には、酸化物半導体の比誘電率が１０であることが開示されている。また、非特許文献
２には、酸化物半導体の比誘電率が１２であることが開示されている。）
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【００２４】
　以上のように、従来よりも高い比誘電率を持つ新規な酸化物半導体層を作製した。
【００２５】
　そして、従来よりも高い比誘電率を持つ新規な酸化物半導体層を用いることによって、
オン電流または駆動力の大きいトランジスタを作製することができるのである。
【００２６】
　ここで、酸化物半導体層中のキャリア密度が小さいほど比誘電率は高くなる傾向がある
。
【００２７】
　つまり、酸化物半導体層中のキャリア密度を低減させることによって比誘電率を上げる
ことができる。
【００２８】
　なお、キャリアの発生源としては酸素欠損、ドナー、アクセプタなどがある。
【００２９】
　そして、我々の行った実験結果及びその考察から水素原子を含む物質がドナーになるこ
とが分かっている。（ただし、水素原子を含む物質とは、水素、水、水酸化物、水素化物
等をいう。）
【００３０】
　次に、第２の課題について説明する。
【００３１】
　比誘電率の測定方法は、図４（Ｂ）のように第１の電極１１０１（１ｓｔ　Ｍｅｔａｌ
）と第２の電極１１０３（２ｎｄ　Ｍｅｔａｌ）との間に酸化物半導体層１１０２（Ｏｘ
ｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）を挟み、第１の電極１１０１（１ｓｔ　Ｍｅｔａ
ｌ）と第２の電極１１０３（２ｎｄ　Ｍｅｔａｌ）に交流電圧を印加することで誘電体と
なる酸化物半導体層１１０２の容量を計測する。そして計測した酸化物半導体層１１０２
の容量値から比誘電率を算出すれば良い。
【００３２】
　しかしながら、実際に図４（Ｂ）の構造体を形成し交流電圧を印加してみたが、図４（
Ｂ）の構造体では容量を計測することができなかった。
【００３３】
　容量を計測することができなかった理由としては、電極と酸化物半導体層とがオーミッ
ク接合をしてしまい、酸化物半導体層中にキャリアが注入されて電荷が電極に蓄積されな
いためと考えられた。
【００３４】
　このように、半絶縁物である酸化物半導体層は通常の計測方法では比誘電率を計測する
ことが難しい。（なお、非特許文献１及び非特許文献２には比誘電率の計測方法について
の開示が一切ない。）
【００３５】
　そこで、酸化物半導体層の比誘電率を測定する新規な構造体を作製した。
【００３６】
　具体的には、図４（Ａ）の構造体のように、シリコンウェハ１００１（Ｓｉｌｉｃｏｎ
　Ｗａｆｅｒ）上に設けられた酸化物半導体層１００２（Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ）と、酸化物半導体層１００２（Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
上に設けられたゲート電極層１００３（Ｇａｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）と、を有するＭ
ＯＳキャパシタ（測定装置）を作製した。
【００３７】
　当該ＭＯＳキャパシタ（測定装置）は、酸化物半導体層の比誘電率測定用のＭＯＳキャ
パシタ（測定装置）である。
【００３８】
　そして、当該ＭＯＳキャパシタ（測定装置）の蓄積状態の飽和容量Ｃａを測定し、下記
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式に測定した蓄積状態の飽和容量Ｃａを代入することによって酸化物半導体層の比誘電率
を求めることができる。
【００３９】
【数３】

 
【００４０】
　つまり、ゲート電極と、酸化物半導体層と、前記ゲート電極と前記酸化物半導体層との
間に挟まれたゲート絶縁層と、を有し、前記酸化物半導体層は、比誘電率が１３以上であ
ることを特徴とする半導体装置を提供することができる。
【００４１】
　また、ゲート電極と、酸化物半導体層と、前記ゲート電極と前記酸化物半導体層との間
に挟まれたゲート絶縁層と、を有し、前記酸化物半導体層は、比誘電率が１４以上である
ことを特徴とする半導体装置を提供することができる。
【００４２】
　また、前記酸化物半導体層は、インジウムとガリウムと亜鉛と酸素とを主成分とするこ
ともできる。
【００４３】
　また、半導体と、前記半導体上に設けられた酸化物半導体層と、前記酸化物半導体層上
に設けられたゲート電極と、を有し、前記半導体のバンドギャップは、前記酸化物半導体
層のバンドギャップよりも狭いことを特徴とする測定装置を提供することができる。
【００４４】
　また、酸化物半導体層の比誘電率を測定するための測定装置であって、半導体と、前記
半導体上に設けられた酸化物半導体層と、前記酸化物半導体層上に設けられたゲート電極
と、を有し、前記半導体のバンドギャップは、前記酸化物半導体層のバンドギャップより
も狭いことを特徴とする測定装置を提供することができる。
【００４５】
　また、半導体と、前記半導体上に設けられた前記半導体のバンドギャップよりも広いバ
ンドギャップを有する酸化物半導体層と、前記酸化物半導体層上に設けられたゲート電極
と、を有する測定装置を形成するステップと、前記測定装置のＣＶ特性の蓄積領域におけ
る容量Ｃａを求めるステップと、前記容量Ｃａを下記数式に代入して前記酸化物半導体層
の比誘電率εを求めるステップと、を有することを特徴とする比誘電率の測定方法を提供
することができる。（式中、ε０は真空の誘電率、Ｓは前記ゲート電極の面積、ｄは前記
酸化物半導体層の膜厚である。）
【００４６】
【数４】

 
【００４７】
　また、半導体と前記半導体上の酸化物半導体層と前記酸化物半導体層上の電極を有する
測定装置を提供することができる。
【００４８】
　上記において、前記半導体はシリコンであると好ましい。
【００４９】
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　上記において、前記酸化物半導体層はＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物であると好ましい
。
【００５０】
　上記において、前記酸化物半導体層上の電極は積層構造であると好ましい。
【００５１】
　上記において、前記測定装置は前記半導体上の酸化物半導体層の比誘電率を測定すると
好ましい。
【００５２】
　上記において、前記半導体は前記半導体上の酸化物半導体層よりも狭いバンドギャップ
を有すると好ましい。
【００５３】
　また、半導体と前記半導体上の比誘電率を測定したい半導体と前記比誘電率を測定した
い半導体上の電極を有する測定装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００５４】
　トランジスタの活性層となる酸化物半導体層の比誘電率を高くすることによって、トラ
ンジスタのオン電流、または駆動力を大きくすることができる。（第１の課題）
【００５５】
　図４（Ａ）の構造体を形成することによって、半絶縁層である酸化物半導体の比誘電率
を求めることができる。（第２の課題）
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】半導体装置の作製方法の一例
【図２】半導体装置の作製方法の一例
【図３】半導体装置の一例
【図４】ＭＯＳキャパシタ（測定装置）の一例
【図５】ＣＶ測定の結果の一例
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００５８】
　但し、発明の趣旨から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは、
当業者であれば容易に理解される。
【００５９】
　従って、発明の範囲は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものでは
ない。
【００６０】
　なお、以下に説明する構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の
符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。
【００６１】
　また、以下の実施の形態は、いくつかを適宜組み合わせて実施することができる。
【００６２】
（実施の形態１）
　半導体装置の作製方法の一例について説明する。
【００６３】
　まず、絶縁表面を有する基板１００上にゲート電極２００を形成し、ゲート電極２００
上にゲート絶縁層３００を形成し、ゲート絶縁層３００上に酸化物半導体層４００を形成
する。（図１（Ａ））
【００６４】
　基板の材料は限定されない。例えば、ガラス基板、石英基板、金属基板、プラスチック
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基板、半導体基板等を用いることができる。
【００６５】
　基板として絶縁性の基板を用いる場合は、絶縁表面を有している。
【００６６】
　一方、基板として金属基板、半導体基板等を用いる場合は、基板上に下地絶縁層を形成
することにより、絶縁表面を形成することができる。
【００６７】
　なお、基板として絶縁性の基板を用いる場合にも、基板上に下地絶縁層を形成しても良
い。
【００６８】
　ゲート電極の材料は導電性材料である。例えば、アルミニウム、チタン、モリブデン、
タングステン、金、銀、銅、ドープされたシリコン、様々な合金、酸化物導電層（代表的
にはインジウム錫酸化物等）等を用いることができるがこれらに限定されない。ゲート電
極は、単層構造でも積層構造でも良い。
【００６９】
　ゲート絶縁層の材料は絶縁性材料である。例えば、酸化珪素膜、窒化珪素膜、窒素を含
む酸化珪素膜、酸素を含む窒化珪素膜、窒化アルミニウム膜、酸化アルミニウム膜、半導
体層を酸化又は窒化した膜、半導体基板を酸化又は窒化した膜、酸化ハフニウム膜等を用
いることができるがこれらに限定されない。ゲート絶縁層は、単層構造でも積層構造でも
良い。
【００７０】
　但し、酸化物半導体層へのキャリア注入を防止するためゲート絶縁層として水素含有量
の少ないものが好ましい。
【００７１】
　水素含有量の少ないゲート絶縁層としては、成膜ガスとして水素（Ｈ）又は水素化物（
ＳｉＨ４等）を含ませないで形成したゲート絶縁膜が好ましい。
【００７２】
　したがって、水素含有量が少ないという点に着目すると、プラズマＣＶＤ法は水素化物
（ＳｉＨ４等）を用いるものであるので、スパッタ法により形成したゲート絶縁層が好ま
しい。
【００７３】
　但し、プラズマＣＶＤ法で形成したゲート絶縁層はスパッタ法で形成したゲート絶縁層
よりも欠陥が少なく膜質に優れるため、プラズマＣＶＤ法で形成したゲート絶縁層を用い
た方がトランジスタの特性が高い場合もある。よって、必要に応じて適宜使い分ければ良
い。なお、プラズマＣＶＤ法で形成したゲート絶縁層を用いる場合、加熱処理を行えば水
素原子を含む物質が離脱するため、プラズマＣＶＤ法を用いるときはゲート絶縁層形成後
に加熱処理（２００℃以上１０００℃以下（好ましくは３００℃以上８００℃以下））を
行うことが好ましい。
【００７４】
　なお、水素原子を含む物質とは、水素、水、水酸化物、水素化物等である。
【００７５】
　酸化物半導体層は、例えばＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（インジウムとガリウムと亜
鉛と酸素とを主成分とする）、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（インジウムと錫と亜鉛と
酸素とを主成分とする）、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（インジウムとアルミニウムと
亜鉛と酸素とを主成分とする）、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（錫とガリウムと亜鉛と
酸素とを主成分とする）、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（アルミニウムとガリウムと亜
鉛と酸素とを主成分とする）、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（錫とアルミニウムと亜鉛
と酸素とを主成分とする）、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（インジウムと亜鉛と酸素とを主成
分とする）、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（錫と亜鉛と酸素とを主成分とする）、Ａｌ－Ｚｎ
－Ｏ系酸化物（アルミニウムと亜鉛と酸素とを主成分とする）、Ｉｎ－Ｏ系酸化物（イン
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ジウム酸化物（酸化インジウム））、Ｓｎ－Ｏ系酸化物（錫酸化物（酸化錫））、Ｚｎ－
Ｏ系酸化物（亜鉛酸化物（酸化亜鉛））等の酸化物半導体を用いることができるがこれら
に限定されない。
【００７６】
　酸化物半導体の比誘電率の下限値は、１３以上（又は１３超過）、１４以上（又は１４
超過）、１４．７以上（又は１４．７超過）、１６．７以上（又は１６．７超過）から選
ぶことができる。
【００７７】
　比誘電率は高いほど好ましいので特に上限値を設けなくても良い。
【００７８】
　但し、上限値を設定するならば、酸化物半導体の比誘電率の上限値は、１６．７以下（
又は１６．７未満）、１７以下（又は１７未満）、１８以下（又は１８未満）、２０以下
（又は２０未満）、２５以下（又は２５未満）、３０以下（又は３０未満）、４０以下（
又は４０未満）、５０以下（又は５０未満）、６０以下（又は６０未満）、７０以下（又
は７０未満）から選ぶことができる。
【００７９】
　酸化物半導体層をスパッタ法を用いて形成する場合、スパッタのターゲットには水素原
子を含む物質が含まれないことが好ましい。
【００８０】
　また、酸化物半導体層を形成する際、外部からの水素原子を含む物質の侵入を防止する
ため、成膜チャンバーはリークがないようにすることが好ましい。
【００８１】
　次に、酸化物半導体層４００を島状にエッチングして酸化物半導体層４１０を形成する
。（図１（Ｂ））
【００８２】
　次に、酸化物半導体層の第１の加熱処理（Ｘ℃以上Ｙ℃未満）を行う。なお、第１の加
熱処理は必須の工程ではないが行った方が好ましい。
【００８３】
　第１の加熱処理の雰囲気は、窒素雰囲気、希ガス雰囲気、酸素雰囲気、酸素と窒素を含
む雰囲気、酸素と希ガスを含む雰囲気、窒素と希ガスを含む雰囲気、酸素と窒素と希ガス
を含む雰囲気等から適宜選択できる。
【００８４】
　第１の加熱処理は酸化物半導体層４００を島状にエッチングして酸化物半導体層４１０
を形成する前に行っても良い。
【００８５】
　一方、酸化物半導体層４００を島状にエッチングして酸化物半導体層４１０を形成する
工程で酸化物半導体層がフォトレジスト並びに剥離液の水に曝される。
【００８６】
　したがって、フォトレジスト並びに剥離液に起因する水を除去するため、酸化物半導体
層４００を島状にエッチングして酸化物半導体層４１０を形成した後に第１の加熱処理を
行った方が好ましいといえる。
【００８７】
　第１の加熱処理の下限値（Ｘ℃）は、３５０℃以上（又は３５０℃超過）、４００℃以
上（又は４００℃超過）、４５０℃以上（又は４５０℃超過）、５００℃以上（又は５０
０℃超過）、５５０℃以上（又は５５０℃超過）、６００℃以上（又は６００℃超過）、
６５０℃以上（又は６５０℃超過）、７００℃以上（又は７００℃超過）、７５０℃以上
（又は７５０℃超過）から選ぶことができる。
【００８８】
　第１の加熱処理は、炉、オーブン、ガスＲＴＡ等を用いる加熱方法を用いることが好ま
しい。
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【００８９】
　ガスＲＴＡとは、高温に暖めたガス内に被処理物を短時間（数分～数十分）入れること
により急速に被処理物を加熱する方式をいう。
【００９０】
　第１の加熱処理の温度は高い方が好ましいので特に上限を設ける必要はない。
【００９１】
　但し、第１の加熱処理の上限値（Ｙ℃）は、基板の耐熱性温度よりも低い温度であるこ
とが好ましい。
【００９２】
　また、第１の加熱処理の上限値（Ｙ℃）を、１０００℃以下（又は１０００℃未満）、
９００℃以下（又は９００℃未満）、８００℃以下（又は８００℃未満）、７００℃以下
（又は７００℃未満）から選ぶこともできる。
【００９３】
　第１の加熱処理の時間は１時間以上が好ましい。上限は特に限定されないが、処理時間
削減及び結晶化抑制の観点から１０時間以下、９時間以下、８時間以下から選ぶことがで
きる。
【００９４】
　第１の加熱処理の時間をガスＲＴＡで行う場合は３分以上が好ましい。上限は特に限定
されないが、処理時間削減及び結晶化抑制の観点から１時間以下、５０分以下、４０分以
下から選ぶことができる。
【００９５】
　なお、実験の結果から、炉で３５０℃１時間のベークを行うとトランジスタの電気特性
が向上することがわかっている。具体的には加熱処理をしない場合と比較してオフ電流が
下がった。
【００９６】
　また、昇温脱離ガス分析法（ＴＤＳ：Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅ
ｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）で測定したところ、炉で４５０℃、１時間のベークを行ったサンプ
ルは３００℃付近の水のピークがなくなっていた。ガスＲＴＡで６５０℃、３分でベーク
を行ったサンプルも３００℃付近の水のピークがなくなっていた。一方、３５０℃、１時
間のベークを行ったサンプルは３００℃付近の水のピークが残存していた。
【００９７】
　また、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓ
ｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）で測定したところ、５５０℃、１時間のベークを行ったサンプ
ルは、４５０℃、１時間のベークを行ったサンプルと比較して、１桁近く水素濃度が減少
していた。
【００９８】
　なお、加熱温度が高いほどトランジスタの電気特性は向上した。
【００９９】
　特に、炉で４５０℃以上の加熱処理を行ったサンプル、並びに、ガスＲＴＡで６５０℃
以上で加熱処理を行ったサンプルはトランジスタの電気特性のばらつきが低減された。
【０１００】
　トランジスタの電気特性のばらつきが低減された理由として、酸化物半導体層中のトラ
ンジスタに影響を与える不純物（水素原子を含む物質）が低減されたためであると考えら
れた。
【０１０１】
　即ち、水素は酸化物半導体層中においてドナーとして働く。
【０１０２】
　つまり、水素原子を含む物質はトランジスタの動作に影響を及ぼす。
【０１０３】
　よって、酸化物半導体中に水素原子またはその化合物が含まれるとキャリアが発生しト
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ランジスタはノーマリオン型となる。
【０１０４】
　その結果、トランジスタの閾値電圧あるいは動作電圧がずれるという問題が生じる。
【０１０５】
　また、水素を含む物質は酸化物半導体中で空間電荷として働き、酸化物半導体の比誘電
率を低下させる。
【０１０６】
　そして、比誘電率が低下するとトランジスタのオン電流、または駆動力が低下する。
【０１０７】
　したがって、酸化物半導体層中の水素原子を含む物質は極力減少させた方が好ましいの
である。
【０１０８】
　なお、酸化物半導体に与えられるエネルギーが大きいほど水素原子を含む物質が離脱し
やすくなるので、加熱温度は高い方が好ましく、加熱時間も多い方が好ましい。
【０１０９】
　但し、酸化物半導体に与えられるエネルギーを大きくしすぎると、酸化物半導体が結晶
化してしまい比誘電率が減少する。
【０１１０】
　したがって、第１の加熱処理の加熱時間の上限及び第１の加熱処理の加熱温度の上限は
前述した値が好ましい。
【０１１１】
　次に、酸化物半導体層４１０上に導電層５００を形成する。（図１（Ｃ））
【０１１２】
　導電層の材料は、導電性材料である。例えば、アルミニウム、チタン、モリブデン、タ
ングステン、イットリウム、インジウム、金、銀、銅、ドープされたシリコン、これらの
導電性材料を含む合金、酸化物導電層（代表的にはインジウム錫酸化物等）等を用いるこ
とができるがこれらに限定されない。導電層は、単層構造でも積層構造でも良い。
【０１１３】
　なお、酸化物半導体層と接する導電層をチタン、インジウム、イットリウム、インジウ
ムと亜鉛との合金、ガリウム合金（窒化ガリウム等）等とすることによって、導電層をエ
ッチングして形成する電極（配線）と酸化物半導体層との接触抵抗を低減することができ
る。
【０１１４】
　接触抵抗を低減することができる理由は、チタン、インジウム、イットリウム、インジ
ウムと亜鉛との合金、ガリウム合金（窒化ガリウム等）等の電子親和力が、酸化物半導体
層の電子親和力よりも低いからである。
【０１１５】
　つまり、単層の場合は酸化物半導体層の電子親和力より低い金属（又は合金、化合物）
が好ましい。
【０１１６】
　一方、積層の場合は酸化物半導体層の電子親和力より低い金属（又は合金、化合物）を
酸化物半導体層と接する位置に配置することが好ましい。
【０１１７】
　チタン（Ｔｉ）、インジウム（Ｉｎ）、イットリウム（Ｙ）、インジウム（Ｉｎ）と亜
鉛（Ｚｎ）との合金、ガリウム（Ｇａ）合金（窒化ガリウム等）等は抵抗率が高いので、
アルミニウム（Ａｌ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、様々な合金等の抵抗率の
低い材料を酸化物半導体層と接する位置に配置された導電層上に積層することが好ましい
。
【０１１８】
　具体的には、Ｔｉ、Ａｌを順次積層した構造、Ｔｉ、Ａｌ合金を順次積層した構造、Ｙ
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、Ａｌを順次積層した構造、Ｙ、Ａｌ合金を順次積層した構造、Ｔｉ、Ａｌ、Ｔｉを順次
積層した構造、Ｔｉ、Ａｌ合金、Ｔｉを順次積層した構造、Ｉｎ、Ａｌ、Ｍｏを順次積層
した構造、Ｙ、Ａｌ、Ｔｉを順次積層した構造、Ｍｏ、Ａｌ、Ｔｉを順次積層した構造、
Ｔｉ、Ａｌ合金、Ｍｏ、Ｔｉを順次積層した構造等の多くのバリエーションがあるがこれ
らに限定されない。（つまり、導電層の層数は限定されない。また、導電層の組み合わせ
も限定されない。よって、ここに列挙していない組み合わせを特許請求の範囲に記載して
も良い。）
【０１１９】
　なお、抵抗率の低い合金としては、アルミニウム、金、銀、銅等と、他の物質と、の合
金をいう。（例えば、Ａｌ－Ｓｉ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｎｄ、Ｃｕ－Ｐｂ－Ｆｅ、Ｃｕ－
Ｎｉ等）
【０１２０】
　なお、導電層として酸化物導電層を用いる場合は酸化物半導体層と同様の材料を用いる
ことができる。
【０１２１】
　酸化物導電層はチャネル形成領域に用いる酸化物半導体層よりも抵抗率が低ければ良い
。
【０１２２】
　ここで、酸化物導電層は、水素原子を含む物質又は酸素欠損を意図的に多く含有させた
酸化物である。水素原子を含む物質または酸素欠損はキャリアを誘起するので酸化物の導
電性を上昇させることができる。
【０１２３】
　また、酸化物半導体層は、水素原子を含む物質又は酸素欠損を意図的には含有させてい
ない酸化物である。
【０１２４】
　つまり、水素原子を含む物質の量又は酸素欠損の度合いの調整により抵抗率の調整が可
能である。
【０１２５】
　なお、導電層としてチャネル形成領域に用いる酸化物半導体層との材料が異なる酸化物
半導体層を利用する場合、その抵抗率がチャネル形成領域に用いる酸化物半導体層よりも
低くなるのであれば、水素原子を含む物質の量又は酸素欠損の度合いの調整による抵抗率
の調整は不要である。
【０１２６】
　次に、導電層５００をエッチングして複数の電極又は複数の配線（ソース電極（コンタ
クト電極）、ドレイン電極（コンタクト電極）、配線等）を形成する。（図２（Ａ））。
なお、図２（Ａ）はコンタクト電極５１０、コンタクト電極５２０等を図示している。
【０１２７】
　図２（Ａ）の工程によりトランジスタが完成する。（チャネルエッチ型トランジスタ）
【０１２８】
　なお、図２の破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００の部分は導電層５００のエッチ
ング時に若干エッチングされる。
【０１２９】
　破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００に（固定）電荷が存在するとこの領域もチャ
ネルとして働く場合があり、これをバックチャネルと呼ぶことがある。
【０１３０】
　例えば、水素は酸化物半導体中でドナーとして働くため、酸化物半導体領域８０００に
水素が含まれると抵抗が低下しバックチャネルが形成される。
【０１３１】
　次に、トランジスタを覆う絶縁層６００（保護膜、層間絶縁膜）を形成する。（図２（
Ｂ））
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【０１３２】
　絶縁層の材料は、絶縁性材料である。例えば、酸化珪素膜、窒化珪素膜、窒素を含む酸
化珪素膜、酸素を含む窒化珪素膜、窒化アルミニウム膜、酸化アルミニウム膜、シロキサ
ン膜、アクリル膜、ポリイミド膜等を用いることができるがこれらに限定されない。層間
絶縁膜は、単層構造でも積層構造でも良い。
【０１３３】
　ここで、絶縁層６００の膜の種類を変えてトランジスタの電気特性を比較したところ、
破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００と接する部分の絶縁層には水素が含まれない方
がトランジスタの電気特性は良いことがわかった。
【０１３４】
　即ち、絶縁層６００としてスパッタを用いて成膜した絶縁層がより好ましいことがわか
った。
【０１３５】
　破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００に水素原子を含む物質が含まれると、トラン
ジスタの閾値電圧（Ｖｔｈ）はマイナス側にシフトする。
【０１３６】
　即ち、破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００に水素原子を含む物質が含まれると、
トランジスタはノーマリーオン型となり、トランジスタの動作電圧がずれてしまう。
【０１３７】
　特に、プラズマＣＶＤで絶縁膜の成膜を形成する場合は水素原子を含む物質（代表的に
はＳｉＨ４等）を用いるため、破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００に水素を含む物
質が添加されてしまう。
【０１３８】
　また、シロキサン膜、アクリル膜、ポリイミド膜等は水を多量に含有しているため、破
線で囲まれた酸化物半導体領域８０００に水素原子を含む物質が常に供給された状態とな
ってしまう。
【０１３９】
　つまり、バックチャネルが形成されないように、破線で囲まれた酸化物半導体領域８０
００と接する絶縁層は水素原子を含む物質の含有量が少ないものを用いることが好ましい
といえる。
【０１４０】
　なお、図２（Ｂ）の工程は、コンタクト電極５１０上、コンタクト電極５２０上、バッ
クチャネル（破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００の部分）上に絶縁層６００を形成
する工程ともいえる。
【０１４１】
　絶縁層６００にコンタクトホールを形成し、絶縁層６００上に画素電極を形成しても良
い。画素電極を形成後、表示素子（ＥＬ素子、液晶素子等）を形成すると表示装置を形成
することができる。
【０１４２】
　絶縁層６００にコンタクトホールを形成し、絶縁層６００上に配線を形成しても良い。
【０１４３】
　絶縁層６００上に配線を形成後、配線上に更に絶縁層、配線、トランジスタ、表示素子
、又はアンテナ等を形成しても良い。
【０１４４】
　また、絶縁層６００を形成後、１００℃以上３００℃以下で（好ましくは２００℃以上
２５０℃以下）の第２の加熱処理を行うことが好ましい。なお、第２の加熱処理は必須の
工程ではないが行った方が好ましい。
【０１４５】
　加熱時間は１時間以上１０時間以下が好ましい。
【０１４６】
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　第２の加熱処理は絶縁層６００形成直後でも良いし、配線形成直後でも良いし、画素電
極形成直後でも良い。つまり、加熱処理は絶縁層６００の形成後であればいつ行っても良
い。
【０１４７】
　ここで、第２の加熱処理を行う際、絶縁層６００を酸素過剰な状態にしておくことによ
って、酸化物半導体層に酸素が供給され酸化物半導体層中の酸素欠損が低減される。つま
り、ドナーとして働く酸素欠損が低減されるためバックチャネルが形成されにくくなる。
【０１４８】
　酸素過剰な絶縁層の形成方法として、例えば、スパッタターゲットとして非酸化物ター
ゲット（珪素、アルミニウム等）を用い且つスパッタガスとして酸素を用いた反応性スパ
ッタを行う場合において酸素流量を多くする方法、スパッタターゲットとして酸化物ター
ゲット（酸化珪素、酸化アルミニウム等）を用い且つスパッタガスとして酸素を用いる方
法（酸化物ターゲットを用いる場合通常は酸素は不要である。）、絶縁層を形成後に絶縁
層に酸素をイオン注入又はイオンドーピングする方法等を用いることができるがこれらに
限定されない。（なお、反応性スパッタを行う場合、アルゴン等のガスを用いず酸素１０
０％のスパッタガスとすることが好ましい。）
【０１４９】
　なお、実験により、絶縁層６００として酸素過剰な酸化珪素膜をスパッタ法で形成した
後に加熱処理すると加熱処理前よりもトランジスタの電気特性が向上することが確認され
た。
【０１５０】
　また、実験により、スパッタ法で形成する酸素過剰な酸化珪素膜以外の絶縁層を絶縁層
６００として用いる場合であっても加熱処理をした方がトランジスタの電気特性が向上す
ることがわかった。
【０１５１】
　絶縁層６００としてスパッタ法で形成する酸素過剰な酸化珪素膜を用いなかった場合で
あっても第２の加熱処理をした方がトランジスタの電気特性が向上した理由は、酸化物半
導体層に酸素が供給された効果ではなく、第２の加熱処理により絶縁層中の水素原子を含
む物質（特に水、水素）が低減されたためである。
【０１５２】
　本実施の形態の内容の一部又は全部は、他の全ての実施の形態と組み合わせて実施する
ことができる。
【０１５３】
（実施の形態２）
　本実施の形態では実施の形態１と異なる構造のトランジスタを有する半導体装置につい
て説明する。
【０１５４】
　なお、各層の材料等は実施の形態１と同じものを用いることができる。
【０１５５】
　図３（Ａ）のトランジスタはボトムゲートボトムコンタクト型（ＢＧＢＣ）であり、絶
縁表面を有する基板１００上に設けられたゲート電極２００と、ゲート電極２００上に設
けられたゲート絶縁層３００と、ゲート絶縁層３００上に設けられたコンタクト電極５１
０及びコンタクト電極５２０と、ゲート絶縁層３００上、コンタクト電極５１０上、及び
コンタクト電極５２０上に設けられた酸化物半導体層４１０（島状）と、を有するトラン
ジスタである。
【０１５６】
　なお、トランジスタを覆う絶縁層６００が設けられている。
【０１５７】
　また、破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００の部分にバックチャネルが形成される
場合がある。
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【０１５８】
　図３（Ｂ）のトランジスタはトップゲート型のトランジスタであり、絶縁表面を有する
基板１００上に設けられた酸化物半導体層４１０（島状）と、酸化物半導体層４１０上に
設けれたゲート絶縁層３００と、ゲート絶縁層３００上に設けられたゲート電極２００と
を有するトランジスタである。
【０１５９】
　なお、トランジスタを覆う絶縁層６００が設けられており、前記絶縁層６００に設けら
れたコンタクトホールを介して配線８１０、配線８２０、配線８３０が設けられている。
【０１６０】
　図３（Ｃ）のトランジスタはチャネルストップ型のトランジスタであり、絶縁表面を有
する基板１００上に設けられたゲート電極２００と、ゲート電極２００上に設けられたゲ
ート絶縁層３００と、ゲート絶縁層３００上に設けられた酸化物半導体層４１０（島状）
と、酸化物半導体層４１０上に設けられたチャネル保護層７００と、酸化物半導体層４１
０上及びチャネル保護層７００上に設けられたコンタクト電極５１０及びコンタクト電極
５２０と、を有するトランジスタである。
【０１６１】
　なお、トランジスタを覆う絶縁層６００が設けられている。
【０１６２】
　また、破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００の部分にバックチャネルが形成される
場合がある。
【０１６３】
　ここで、チャネル保護層７００の材料は、実施の形態１で説明した絶縁層６００の材料
と同様の材料を用いることができる。（チャネル保護層７００と絶縁層６００の材料は同
じでも異なっていても良い。）
【０１６４】
　そして、チャネルストップ型のトランジスタにおいてバックチャネルが形成される領域
、すなわち破線で囲まれた酸化物半導体領域８０００と接する部分は絶縁層６００ではな
くチャネル保護層７００である。
【０１６５】
　よって、チャネル保護層７００は水素原子を含む物質の含有量が少ないものを用いるこ
とが好ましい。
【０１６６】
　以上のように、トランジスタの構造はどのようなものでも良い。
【０１６７】
　つまり、トランジスタは、少なくともゲート電極と、酸化物半導体層と、前記ゲート電
極と前記酸化物半導体層との間に挟まれたゲート絶縁層を有するものであればどのような
ものを用いても良い。
【０１６８】
　したがって、トランジスタの構造は、開示された発明が実施の形態１及び実施の形態２
に列挙した構造に限定されないことを付言しておく。
【０１６９】
　本実施の形態の内容の一部又は全部は、他の全ての実施の形態と組み合わせて実施する
ことができる。
【０１７０】
（実施の形態３）
　酸化物半導体層の比誘電率εをＣＶ特性から求める新規な方法について説明する。
【０１７１】
　まず、図４（Ａ）に示すＭＯＳキャパシタ（測定装置）を形成する。
【０１７２】
　図４（Ａ）に示すＭＯＳキャパシタ（測定装置）は新規なものである。
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【０１７３】
　図４（Ａ）に示すように、シリコンウェハ１００１（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｗａｆｅｒ）上
に酸化物半導体層１００２（Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）が設けられてお
り、酸化物半導体層１００２（Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）上にゲート電
極層１００３（Ｇａｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）が設けられている。なお、シリコンウェ
ハ１００１はＮ型でもＰ型でも良い。
【０１７４】
　なお、シリコンウェハ１００１の下に裏面電極を形成しても良い。
【０１７５】
　ゲート電極層及び裏面電極層の材料は、導電性を有している材料を用いることができる
。
【０１７６】
　酸化物半導体のバンドギャップは、シリコンのバンドギャップよりも広い。
【０１７７】
　このため、酸化物半導体の伝導帯とシリコンの伝導帯との間にポテンシャル障壁が生じ
る。同様に酸化物半導体の価電子帯とシリコンの価電子帯との間にポテンシャル障壁が生
じる。
【０１７８】
　酸化物半導体層１００２とシリコンウエハ１００１との界面にこれらのポテンシャル障
壁が存在するため、ゲート電極層１００３またはシリコンウェハ１００１から酸化物半導
体層１００２中にキャリアが注入されるのが抑えられる。これにより図４（Ａ）の構成に
てＣＶ特性を取得することができる。
【０１７９】
　したがって、シリコンウェハ１００１の代わりに酸化物半導体層１００２よりもバンド
ギャップの狭い半導体を用いても良い。
【０１８０】
　バンドギャップの狭い半導体としては、シリコン（約１．１２ｅＶ）、ゲルマニウム（
約０．６７ｅＶ）、ガリウム砒素（約１．４３ｅＶ）等を用いることができる。なお、酸
化物半導体層（例えばＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体層）のバンドギャップは約
３～３．７ｅＶである。
【０１８１】
　半導体はウェハ状（基板状）であっても、膜状であってもどちらでも良い。
【０１８２】
　なお、酸化物半導体以外にも、バンドギャップの広い半導体（炭化珪素（約３ｅＶ）、
窒化ガリウム（約３．４ｅＶ）、窒化アルミニウム（５．９ｅＶ）、ダイヤモンド（５．
２７ｅＶ）等）の比誘電率を測定することが可能である。この場合、図４（Ａ）の酸化物
半導体層を比誘電率を測定したい半導体に置換すれば良い。
【０１８３】
　つまり、図４（Ａ）の構造体を用いることによって、バンドギャップが２．５ｅＶ（又
は３ｅＶ以上）の半導体の比誘電率を測定することができる。
【０１８４】
　図５はＰ型シリコンウエハを用いた場合のＣＶ特性を表している。ここで、反転状態（
反転領域、Ｖｇがプラス）の容量はシリコンウェハの空乏層容量と酸化物半導体層の容量
との合計容量になる。
【０１８５】
　一方、蓄積状態（蓄積領域、Ｖｇがマイナス）では反転層が生じないため、蓄積状態の
容量は酸化物半導体層の容量と等しくなって容量値が飽和する。
【０１８６】
　そして、真空の誘電率ε０、酸化物半導体層の膜厚ｄ、ゲート電極の面積Ｓとすると、
蓄積状態の飽和容量Ｃａは数式（３）で与えられる。
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【０１８７】
【数５】

 
【０１８８】
　数式（３）を変形すると数式（４）のようになる。
【０１８９】

【数６】

 
【０１９０】
　酸化物半導体層の膜厚ｄ、ゲート電極の面積ＳはＭＯＳキャパシタ（測定装置）作製時
に設定される設計値である。
【０１９１】
　なお、真空の誘電率ε０は８．８５４１８７８２×１０－１２ｍ－３ｋｇ－１ｓ４Ａ２

を用いれば良い。
【０１９２】
　以上のように図４（Ａ）のような特殊構造のＭＯＳキャパシタ（測定装置）を作製する
ことによって、数式（４）から比誘電率を計算することが可能である。
【０１９３】
　本実施の形態の内容の一部又は全部は、他の全ての実施の形態と組み合わせて実施する
ことができる。
【実施例１】
【０１９４】
　図４（Ａ）の構造を形成して酸化物半導体層のＣＶ測定を行うことにより、酸化物半導
体層の比誘電率を求めた。
【０１９５】
　まず、Ｐ型のシリコンウェハ上にＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体層を３００ｎ
ｍの膜厚で形成した。次に、酸化物半導体層上に銀の電極を３００ｎｍ形成した。（図４
（Ａ））
【０１９６】
　酸化物半導体層の成膜条件は、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎが１：１：１（モル比）（Ｉｎ２Ｏ３

：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯが１：１：２（モル比））であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系のターゲ
ットを用い、０．５ｋＷの電力、０．４Ｐａの圧力、Ａｒ／Ｏ２＝３５／１０ｓｃｃｍの
ガス流量比とし、基板温度は室温とした。
【０１９７】
　そして、上記のようにして形成した図４（Ａ）の構造体を２つ用意した。（サンプル１
及びサンプル２）
【０１９８】
　サンプル１は大気雰囲気で３５０℃、１時間の加熱処理を行った。
【０１９９】
　サンプル２は大気雰囲気で４５０℃、１時間の加熱処理を行った。
【０２００】
なお、半導体としてシリコンを使用する際には、酸化物半導体との界面に酸化膜が形成さ
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【０２０１】
　そして、実施の形態３に記載した方法を用いて比誘電率を算出した。
【０２０２】
　その結果、サンプル１（３５０℃）は比誘電率１６．７、サンプル２（４５０℃）は比
誘電率１４．７となった。
【０２０３】
　このように、酸素過剰のターゲットを用い、且つ酸素をスパッタガスに混入して成膜を
行ってキャリアを誘起する酸素欠損及び水素原子を含有する物質を排除したＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体層は高い比誘電率を有していた。
【０２０４】
　なお、熱処理温度の高い方が脱水素量が多いため酸化物半導体層中のキャリアが減少し
ているはずである。しかし、本実施例では熱処理温度の高い方が比誘電率が下がった結果
となった。一方、酸化物半導体層の結晶性が高いほど比誘電率は下がる傾向にある。よっ
て、熱処理温度の高い方が比誘電率が下がった理由は、熱処理温度により酸化物半導体層
の構造が変化したためであると考察した。
【０２０５】
　即ち、４５０℃、１時間の加熱処理により、酸化物半導体がアモルファスから結晶性を
持つことにより比誘電率が下がったと考察した。
【符号の説明】
【０２０６】
１００　基板
２００　ゲート電極
３００　ゲート絶縁層
４００　酸化物半導体層
４１０　酸化物半導体層
５００　導電層
５１０　コンタクト電極
５２０　コンタクト電極
６００　絶縁層
７００　チャネル保護層
８１０　配線
８２０　配線
８３０　配線
１００１　シリコンウェハ
１００２　酸化物半導体層
１００３　ゲート電極層
１１０１　第１の電極
１１０２　酸化物半導体層
１１０３　第２の電極
８０００　酸化物半導体領域
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